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質
問
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一
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第

一
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衆
議
院
議
員
春
日
一
幸
君
提
出
山
一
証
券
等
に
対
す
る
日
本
銀
行
の
特
別
融
資
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、

別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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三 

 
衆
議
院
議
員
春
日
一
幸
君
提
出
の
山
一
証
券
等
に
対
す
る
日
本
銀
行
の
特
別
融
資
等
に
関
す
る
質 

問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

山
一
証
券
等
に
対
す
る
日
本
銀
行
の
特
別
融
資
は
、
山
一
証
券
等
の
再
建
を
前
提
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
が
、
万
一
貸
倒
損
失
が
生
じ
た
よ
う
な
場
合
の
損
失
は
、
今
回
の
据
置
が
、
証
券
市
場
の
混
乱
を

未
然
に
防
止
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
信
用
制
度
全
体
の
秩
序
を
保
持
す
る
と
い
う
日
本
銀
行
の
任
務
の
一
つ
と
し

て
同
行
が
行
な
つ
て
い
る
も
の
で
あ
る
点
に
か
ん
が
み
、
直
接
的
に
は
日
本
銀
行
の
負
担
と
す
る
こ
と
が
適
当

で
あ
る
。 

ま
た
、
日
本
銀
行
条
例
時
代
に
実
施
さ
れ
た
日
本
銀
行
の
特
別
融
資
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
法
律
が
制
定
さ

れ
、
か
つ
、
そ
の
融
資
に
つ
い
て
生
じ
た
損
失
は
、
政
府
が
補
償
す
べ
き
旨
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た
事
例

が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
当
時
の
日
本
銀
行
が
全
額
民
間
出
資
の
株
式
会
社
組
織
で
あ
つ
た 



三 

政
府
と
日
本
銀
行
と
の
間
の
話
合
い
の
内
容
は
、
こ
の
特
別
融
資
に
つ
い
て
万
一
損
失
が
生
ず
る
よ
う
な 

場
合
に
備
え
て
、
日
本
銀
行
に
お
い
て
、
特
別
に
貸
倒
準
備
金
を
積
み
立
て
る
措
置
を
と
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。 

二 

今
回
の
特
別
融
資
に
か
か
る
損
失
は
、
一
の
と
お
り
、
直
接
的
に
は
日
本
銀
行
が
負
担
す
る
も
の
で
あ
つ 

て
、
政
府
の
財
政
負
担
と
な
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
特
別
融
資
に
対
す
る
大
蔵
大
臣
の
認
可
は
、
財
政

法
第
十
五
条
の
規
定
に
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
同
法
の
精
神
に
違
反
す
る
も
の
で
も
な
い
。 

こ
と
や
、
現
行
日
本
銀
行
法
第
二
十
五
条
の
よ
う
な
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
な
か
つ
た
こ
と
等
の
理
由
に
よ
る

も
の
で
あ
つ
て
、
よ
り
一
層
公
共
性
を
帯
び
て
い
る
現
行
法
の
も
と
で
は
、
事
情
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
山
一
証
券
へ
の
特
別
融
資
が
実
施
さ
れ
る
に
あ
た
つ
て
は
、
日
本
銀
行
か
ら
大
蔵
大
臣
に
対
し
て
、

「
山
一
証
券
が
運
用
預
り
有
価
証
券
の
払
戻
し
に
応
ず
る
な
ど
の
た
め
に
必
要
と
な
る
資
金
を
、
富
士
銀
行
ほ

か
二
行
を
通
じ
、
長
期
に
わ
た
り
、
か
つ
、
担
保
適
格
性
を
欠
く
山
一
証
券
振
出
手
形
を
担
保
と
し
て
融
資
す 

四 

 



四 

今
回
の
措
置
は
、
証
券
市
場
の
不
安
動
揺
の
拡
大
を
防
止
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
信
用
制
度
全
体
の
維
持
安

定
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
あ
く
ま
で
も
、
特
定
の
企
業
に
対
す
る
救
済
措
置
と
し
て
と

ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。 

五 

政
府
と
し
て
は
、
中
小
企
業
に
対
す
る
金
融
の
円
滑
化
に
つ
い
て
は
、
常
に
特
段
の
努
力
を
重
ね
て
き
て
お

り
、
今
後
も
一
層
貸
出
金
利
の
引
下
げ
等
の
施
策
を
推
進
し
て
い
く
所
存
で
あ
る
。
し
か
し
、
主
意
書
の
中
で

指
摘
さ
れ
て
い
る
日
本
銀
行
の
中
小
企
業
別
枠
融
資
制
度
は
、
当
時
、
中
小
企
業
金
融
機
関
が
十
分
に
育
成
さ

れ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
を
背
景
と
し
て
実
施
さ
れ
、
ま
た
、
高
率
適
用
を
免
除
す
る
と
い
う
点
に
意
味
が
あ

つ
た
の
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
、
中
小
企
業
に
対
す
る
金
融
機
関
は
、
政
府
関
係
金
融
機
関
を
含
め
て
相
当
程

度
整
備
さ
れ
て
き
て
お
り
、
ま
た
、
高
率
適
用
制
度
も
廃
止
さ
れ
、
公
定
歩
合
も
相
当
引
き
下
げ
ら
れ
て
き
て 

る
こ
と
に
つ
き
、
日
本
銀
行
法
第
二
十
五
条
に
基
づ
い
て
認
可
申
請
す
る
。
」
旨
の
申
出
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
し

て
大
蔵
大
臣
は
、
「
申
請
の
と
お
り
認
可
す
る
。
」
旨
の
回
答
を
行
な
つ
て
い
る
。 

五 

 



 

六 

い
る
。
従
つ
て
、
こ
の
制
度
を
復
活
実
施
し
て
も
、
積
極
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
か
つ
、

実
際
的
に
も
あ
ま
り
効
果
を
期
待
し
得
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




